
育
児
・
介
護
休
業
法
で
は
、
仕
事
と
介

護
の
両
立
支
援
の
た
め
の
休
業
、
休
暇
、

労
働
時
間
短
縮
等
の
、
仕
事
と
介
護
の
両

立
支
援
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

介
護
休
業

対
象
家
族
１
人
に
つ
き
通
算
93
日
ま
で
、

３
回
を
上
限
と
し
て
、
介
護
休
業
を
分
割

し
て
取
得
可
能
で
す
。

こ
の
制
度
は
、
労
働
者
（
日
々
雇
用
の

方
を
除
く
）
が
、
要
介
護
状
態
（
２
週
間

以
上
の
期
間
に
わ
た
り
常
時
介
護
を
必
要

と
す
る
状
態
）
の
対
象
家
族
を
介
護
す
る

た
め
の
休
業
で
す
。

対
象
範
囲
は
、
配
偶
者
（
事
実
婚
を
含

む
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
、
祖

父
母
、
兄
弟
姉
妹
及
び
孫
で
す
。

介
護
休
暇

要
介
護
状
態
に
あ
る
対
象
家
族
の
介
護

そ
の
他
の
世
話
を
行
う
労
働
者
（
日
々
雇

用
の
方
を
除
く
）
は
、
１
年
に
５
日
（
対

象
家
族
が
２
人
以
上
の
場
合
は

10

日
）

ま
で
、
介
護
そ
の
他
の
世
話
を
行
う
た
め

の
休
暇
の
取
得
が
可
能
で
す
。

半
日
（
所
定
労
働
時
間
の
２
分
の
１
）

単
位
で
の
取
得
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

労
働
時
間
短
縮
等
の
制
度

事
業
主
は
、
要
介
護
状
態
に
あ
る
家
族

の
介
護
を
す
る
労
働
者
に
関
し
て
、
対
象

家
族
１
人
に
つ
き
、
以
下
の
う
ち
い
ず
れ

か
の
措
置
を
選
択
し
て
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
短
時
間
勤
務
の
制
度

②
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度

③
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ
・
繰
下
げ

の
制
度

④
労
働
者
が
利
用
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

用
の
助
成
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
る
制
度

介
護
休
業
と
は
別
に
、
利
用
開
始
か
ら

３
年
間
で
２
回
以
上
の
利
用
が
可
能
と
な

り
ま
す
。

所
定
外
労
働
の
制
限

介
護
の
た
め
の
所
定
外
労
働
の
制
限

（
残
業
の
免
除
）
に
つ
い
て
、
対
象
家
族

１
人
に
つ
き
、
介
護
終
了
ま
で
利
用
で
き

ま
す
。

介
護
休
業
給
付

介
護
休
業
を
取
得
し
た
労
働
者
は
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
申
請
す
る
こ
と
で
、
介
護

休
業
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

１
支
給
期
間
の
支
給
額
は
、
介
護
休
業
開

始
前
６
か
月
間
の
総
支
給
額
に
よ
り
、
概

ね
以
下
の
と
お
り
で
す
。

・
平
均
し
て
月
額
20
万
円
程
度
の
場
合
、

支
給
額
は
月
額
13
万
４
千
円
程
度
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『パワハラだと感じた』
「今まで何度も指導して、情報共有をしてきたが、部品

の破損が無くならない」という理由で、朝礼で部品の破損

をした従業員をみんなの前で破損原因と改善を言うことに

なったと聞いた時、そんなことをして本当に部品の破損が

なくなるのだろうか？と、素直に思った。

破損を出した従業員が破損理由と改善を伝えた後に、上

長から大声で追い詰められるように指導を受けた時、私は

上長がみんなの前で大声で追い詰めた従業員の様子に、不

安感と違和感しか覚えず、破損内容が全く記憶に残ってい

なかった。こんな朝礼が部品の破損がある度にあるかと思

うと、パワハラにしか感じない。


